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新潟県条例第35号 

新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

新潟県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年新潟県条例第57号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表の改正後の欄の表中太線で囲まれた部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  

別表第１（第２条関係） 

執行機関 事務 

（略） 

３ 知事 （略） 

３の２ 知事 私立の高等学校の専攻科（学

校教育法（昭和22年法律第26

号）第58条の２の基準を満た

す課程又は国家資格（資格の

うち、法令において当該資格

を有しない者は当該資格に係

る業務若しくは行為を行い、

若しくは当該資格に係る名称

を使用することができないこ

ととされているもの又は法令

において一定の場合には当該

資格を有する者を使用し、若

しくは当該資格を有する者に

当該資格に係る行為を依頼す

ることが義務付けられている

ものをいう｡)を取得しようと

する者の養成課程のあるもの

に限る｡)の生徒に対する修学

の支援に関する事務であって

規則で定めるもの 

（略） 
 

別表第１（第２条関係） 

執行機関 事務 

（略） 

３ 知事 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
  

  
 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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